
聖 籠 町 教 育 委 員 会 訓 令 第 ３ 号  

聖 籠 町 教 育 委 員 会 処 務 規 程 等 の 特 例 を 定 め る 規 程 の 一 部

を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

平 成 ２ ６ 年 ７ 月 ２ ５ 日  

聖 籠 町 教 育 委 員 会 委 員 長  稲 田  健 一   

聖 籠 町 教 育 委 員 会 処 務 規 程 等 の 特 例 を 定 め る 規 程 の

一 部 を 改 正 す る 訓 令  

聖 籠 町 教 育 委 員 会 処 務 規 程 等 の 特 例 を 定 め る 規 程 （ 平 成

１ ７ 年 教 委 訓 令 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 第 １ 号 中「（ 聖 籠 こ ど も 園 を 除 く 。以 下 同 じ 。）」

を 「 （ 聖 籠 こ ど も 園 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 」 に 改 め 、 同 条

第 ４ 号 中 「 小 、 中 学 校 に お け る 用 務 員 、 情 報 機 器 管 理 、 子

ど も 健 康 相 談 及 び 介 助 員 の 業 務 」 を 「 こ ど も 園 、 中 学 校 に

お け る 用 務 員 の 業 務 」 に 改 め る 。  

第 ３ 条 第 １ 項 第 ２ 号 中「 ４ ０ 時 間 」を「 ３ ８ 時 間 ４ ５ 分 」

に 改 め 、 同 項 第 ３ 号 中 「 ８ 時 間 」 を 「 ７ 時 間 ４ ５ 分 」 に 改

め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 学 校 教 育 課 長 」 を 「 子 ど も 教 育 課 長 」

に 改 め る 。  

附  則  

こ の 訓 令 は 、 公 示 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 


